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規 則  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 2 4年 ３ 月 3 1日  

高 知 県 知 事  尾 﨑  正 直  

高 知 県 規 則 第 3 9号  

高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

高 知 県 税 規 則 （ 昭 和 3 3年 高 知 県 規 則 第 1 1号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。  

第 7 9条 中 「 に 規 定 す る 証 明 書 」 を 「 の 規 則 で 定 め る 様 式 」 に 改

め る 。  

第 7 9条 の ２ 中 「 第 1 8 3条 」 を 「 第 1 8 3条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 」 に 、

「 の 鉱 区 税 増 （ 減 ） 額 決 定 通 知 書 」 を 「 に よ る 決 定 通 知 書 」 に 改

め る 。  

別 記 第 1 1号 様 式 の ６ を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



別 記 第 6 9号 様 式 中 「 平 成 2 4年 ３ 月 3 1日 」 を 「 平 成 2 6年 ３ 月 3 1

日 」 に 改 め る 。  

別 記 第 1 2 6号 様 式 及 び 別 記 第 1 2 7号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 平 成 2 4年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 高 知 県 税 規 則 別 記 様 式 （ 別 記 第 1 2 7

号 様 式 を 除 く 。 ） は 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 高 知 県 税 規 則 の

規 定 に か か わ ら ず 、 残 品 の 限 度 で 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規  則  

◎ 高 知 県 税 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 


